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Ⅰ．算定手順

第一種指定設備管理部門計

一般第一種指定設備

特別第一種指定設備

端末系伝送路（電気信号の伝送に係るもの）

回線管理運営

上記以外

 主配線盤（電気信号の伝送に係るもの）  

端末系伝送路（光信号の伝送に係るもの）

主配線盤（光信号の伝送に係るもの）

公衆電話設備

ディジタル公衆電話設備

端末系交換設備（音声）

下記以外  

 加入者交換機接続用伝送装置利用機能（DSM-I）  

加入者交換機接続用伝送装置利用機能（TCM）  

端末系交換設備（データ）

うちルーティング伝送機能に係るもの

うちルーティング伝送機能に係るもの

 中継系交換設備（音声）

中継系交換設備（データ）

うちルーティング伝送機能に係るもの

 信号網設備  

 番号案内データベース  

 番号案内設備  

 手動交換設備  

 折返し通信路設定機能に係る設備  

 専用加入者線装置モジュール  

 うち光信号電気信号変換機能に係るもの  

専用線ノード装置

専用加入者線装置モジュール～専用線ノード装置伝送路

専用線ノード装置～専用線ノード装置伝送路又は相互接続点伝送路

 呼関連データベース  

 ユニバ負担金（管理）  

東西交付金

 網改造料  

 貸倒損失（管理）  

うち光信号中継伝送機能に係るもの

第一種指定設備利用部門計

 指定外電気通信設備  

スプリッタ（DSL）

上記以外

付加機能使用料、雑収入等控除項目

サービス活動

※1　平成26年度決算において計上した特別損失については、指定電気通信設備接続会計規則に準じて設備区分別に帰属
※2　調整額算定時の原価に加算する利益対応税については、平成26年4月1日より開始する事業年度に適用される利益対応税率（52.98％）を用いて算定
※3　平成28年度適用接続料の原価に加算する利益対応税については、平成28年4月1日より開始する事業年度に適用される利益対応税率（42.82％）を用いて算定

東日本
（営業費用）

端末系交換設備～端末系又は中継系交換設備伝送路（音声）

端末系交換設備～端末系又は中継系交換設備伝送路（データ）

東日本
（H26特別損失）

他人資本費用
自己資本費用
調整額
利益対応税
を加算 ０

通信回数
通信時間
回線数０
回線距離

接続料規則

指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
会
計
規
則

会社の費用 設備区分別の費用明細表 接続料の算定

番号案内機能

※2

※3※1
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Ⅱ.原価の算定及び料金の設定

番号案内機能

＜番号案内ｻｰﾋﾞｽ接続機能＞

・端末回線線端等接続（音声利用ＩＰ通信網サービスから発信して接続する場合）

(1)原価の算定

Ａ.関門交換機接続ルーティング伝送機能（IGS接続機能）に係る原価

(a)前々算定期間における費用

金額等 備考

①回数比例コスト(円/回） 0.88860

②時間比例コスト(円/秒） 0.0061811

③平均通信時間(秒） 38.6 平成28年度網使用料算定根拠（平成28年4月6日に補正申請したもの）のⅨ．料金設定に使用したトラヒックより

④１通信当たりの平均検索数 1.0714

⑤課金率(％) 81.8%

⑥1課金案内あたり(円) 1.29 （①＋②×③）÷④÷⑤

（2）料金の設定

Ａ.関門交換機接続ルーティング伝送機能コスト

区分 金額等 備考

①1課金案内あたり 1.29 (1)のＡの⑥

B.合計

金額等 備考

①ZC接続ｺｽﾄ(円/回） 196.71 平成28年度網使用料算定根拠（平成28年4月6日に補正申請したもの）の８.番号案内機能における中継交換機等接続の場合の(2)のEの①＋②＋③＋④

②関門交換機接続ルーティング伝送機能コスト(円/回） 1.29 Ａの①より

③料金(円/1案内) 198 （①＋②）×（１＋平成28年度網使用料算定根拠（平成28年4月6日に補正申請したもの）のⅩⅣ．料金設定に使用した貸倒率）

区分

区分

平成28年度網使用料算定根拠（関門交換機接続ルーティング伝送機能）のⅡの３のCの①÷④及び②÷⑤＋③÷⑥より

平成26年度実績
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